
寝屋川市長宛

１月１日の住所
現 住 所
フ リ ガ ナ
氏 名
個人番号（マイナンバー）
生 年 月 日

電 話 番 号
自宅・勤務先・携帯
－ －

整 理 番 号

職 業

世 帯 主 の
氏 名

あ な た と
の 続 柄

分　市民税・府民税申告書 分　市民税・府民税申告受付書
令和　　年　　月　　日提出

明　・　大　・　昭　・　平　・　令 年 　 　 　 月 　 　 　 日 生

提 出 受 付 印

申告書提出について

※　郵送で提出する場合は、住所、氏名、生年月日などの申告書上部の太枠内を記入し、
添付書類を同封していただければ、職員が確認し、必要事項を補記します。

※　郵送で提出する場合で同封した添付書類や申告書の控えの返送を希望するときは、
住所・氏名を記入した返信用封筒（切手貼付）を同封してください。
なお、番号確認書類（マイナンバーカード、通知カード等の写し）及び身元確認

書類（マイナンバーカード、運転免許証等の写し）は、返却することができません
のでご了承ください。

◎　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に伴い、申告書の提出の際には、
個人番号（マイナンバー）の記載、及び番号確認書類と身元確認書類の提示又は
写しの添付が必要です。
○　マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの人
　マイナンバーカードだけで、番号確認と身元確認が可能です。
○　マイナンバーカードをお持ちでない人
　【番号確認書類】〔通知カード（改姓や転居等により記載事項に変更がある場合で、
記載事項の変更手続がとられていないときを除く｡）又はマイナンバーが記載された
住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書〕と【身元確認書類】〔運転免許証等
（写真表示のない本人確認書類により身元確認を行う場合には、２種類以上の
提示等が必要です｡)〕
※　代理人が来られる場合は、納税者の番号確認書類と代理人の身元確認書類が
必要です。また、代理人が同居の親族以外である場合は、委任状又は代理人選任
届が必要です。
※　健康保険証の写しを添付する場合は、記号・番号・保険者番号をマスキング
してください。

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項
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５ 給与所得者について

｢個人番号｣欄には､個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう｡)を記載してください。

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面｢12｣に氏名、個人番号及び住所を記入してください。 地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合には､「医療費控除」欄の
「区分」の□に「１」と記入してください。

給与所得以外の所得の徴収方法 特別徴収・ 普通徴収
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30歳未満又は70歳以上
留学
38万円以上の支払

国外
居住

障害者

配偶者
30歳未満又は70歳以上
留学
38万円以上の支払

障害者

控 配 扶養親族 扶養障害 本 人 該 当 欄
一

般

老

人

特

定

老

人

特

別

そ
の
他

寡

婦

専
従
者

勤
労
学
生

ひ
と
り
親

同
居

同
居

特
別
そ
の
他

一

般

同

配

青
色
申
告

配

専

そ
の
他
専

次
年
送
付

子

・

特

16
歳
未
満

特

親

人 人 人 人 人 人 人 人人

本人障害

公的年金等の支払者

□年金機構 □共済年金 □企業年金 □年金基金 □他（　　　　）

□年金機構 □共済年金 □企業年金 □年金基金 □他（　　　　）

□年金機構 □共済年金 □企業年金 □年金基金 □他（　　　　）

支払金額 社会保険料

公的年金等以外の所得の生ずる場所 必要経費収入金額 差引金額

15 住宅ローン控除に関する事項    
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